
１．事業者の概要

 経営事業者の名称 社会福祉法人　ゆずりは会

 法人所在地 前橋市青梨子町６６８番地２

 代表者氏名 理事長　　関根　安子

 電話番号 ０２７－２２５－２６２２

 ＦＡＸ番号 ０２７－２５２－０９３９

 認可年月日／認可番号 平成１７年　７月１１日　　群馬県指令障第８０４－１号

２．事業の目的と運営の方針

 事業の種類 就労継続支援Ｂ型事業所・平成２２年４月１日指定

 事業の目的

 事業所の名称 障害福祉サービス事業所　ゆずりは

 管理責任者名 関根　安子

 サービス管理責任者名 田村　まつ江

 事業所の所在地 前橋市青梨子町６６８番地２

 主たる対象者  知的障害者・精神障害

 事業所の運営方針

 電話番号 ０２７－２２５－２６２２

 ＦＡＸ番号 ０２７－２５２－０９３９

 電子メ－ル yuzurihakai@bz01.plala.or.jp

 ホ－ムペ－ジ https://www.yuzurihakai.org/

 開設年月日 平成２２年　４月　１日

 入所定員 ２０名

事業実施地域 県内全域

第３者評価の実施 なし

　　　
利用者は、個人のもっている能力に応じて経済活動を行う中で、社会的な自立に必要な
身辺処理や健康の保持、人との関わり方を身につけるよう努めてください。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個々の状況に応じて、個別支援計
画を策定し、長期目標・短期目標の設定をして、利用者の自立を支援します。

地域社会を構成する一員として生産活動をおこない、高工賃と就労支援を目的として、
利用者の社会的・経済的参加を促すことを目的とします。

就労継続支援Ｂ型事業重要事項説明書

　この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定に基づき、文章により説明を行うものです。

　社会福祉法人ゆずりは会は、利用者に対して就労継続支援Ｂ型事業を提供致します。

　施設・設備の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明致します。

mailto:yuzurihakai@bz01.plala.or.jp
https://www.yuzurihakai.org/


３．事業所の概要

（１）　事業所

 構　　造 事務所棟 木造平屋建　　作業棟　鉄骨造平屋建

 敷地面積 １，６５０㎡

 延床面積 898.75㎡ ３．６８㎡、給水器用作業室３３．１２㎡

（２）　主な設備　

 設備の種類

 会議室 9.93

 医務室 9.93

 事務室 34.78

 相談室 11.17

 食　堂 33.19

 厨　房 15.86

 男トイレ 8.81

 女トイレ 9.71

車いすトイレ 6.66

事務室・軽作業室 61.91

　（３）　職員体制

 管理責任者 1 1

 サービス管理責任者 1 1

 職業指導員 2 2 2.9

 生活支援員 2 1 2.9

 目標工賃達成指導員 1 1

 医師（嘱託） 1

 事務員 0.5

４．開所日及び開所時間

（３）　サービス提供日　　月曜日～土曜日（ただし、日曜日及び１２月２９日～１月３日を除く）

（４）　サービス提供時間　　８：１５～１６：４０

（２）　開所時間　　８：１５　～　１６：４０

3.2
3

1

1 嘱託
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（１）　開 所 日　　月曜日～土曜日（ただし、日曜日及び１２月２９日～１月３日を除く）

職種 員数（人）
区分 常勤換

算後の
職員

1

1

4

常勤

作業室：東 158.36

男更衣室 15.82

作業室：給水器用 33.12

女更衣室 15.82

ポンプ室 3.68

倉　庫 39.45

作業室：西 39.58

作業室：中 158.36

面積（㎡） 設備の種類 面積（㎡）

別棟：ポンプ小屋

軽作業室 46.37

指定基準
常勤 非常勤

-



５．就労継続支援Ｂ事業の概要

  利用料金が訓練等給付費から給付されるサービスについて（訓練等給付費支給対象サービス）

　（１）　日中活動にかかわる支援

種　類

　現在の作業種目は下記の通りです

 
　　就労支援、　　　　
　　　　　　　　　施設
外就労、施設外支援

在宅支援

 社会活動支援

　（２）　社会生活にかかわる支援

種　類

 コミュニケーション

 人間関係

　（３）　保健医療にかかわる支援

種　類

 通院・治療

内　　容

＜相談窓口＞　サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員

就労継続支援Ｂ型事業サービス時間内に発生した事故や急病について、治療が必要な場
合は通院いたします。また、家庭治療を超えない範囲で簡単な治療を行います。尚、そ
の他の通院に関しては原則として利用者自身（ご家族）で行っていただきます。

内　　容

利用者個々の能力に応じて、様々な手法により意思を伝達することができるよう支援致
します。

社会参加を図る一環として、個別的な説明を含め、有益で必要な情報を利用者へ提供さ
せていただきます。

必要な人的・物的な環境調整とともに、円滑な人間関係を築くための社会性を養うこと
ができるよう支援致します。

利用者及びその法定代理人からの相談については、必要に応じて支援を行うよう努めま
す。苦情解決に関する業務を行います。

就労のための講座に参加し職業習慣の育成を行ます。関係機関と連携し実習・就職を支
援致します。実施については個別支援計画書に基づき行います。

在宅で行える訓練（軽作業等）を行い、成果物の確認と評価、連絡調整を行います。

 工賃の支給
経済活動の対価として工賃をお支払いいたします。工賃は工賃規程に基づいてお支払い
致します。

利用者の状態に応じて、利用者自治会活動や権利行使に関わる本人活動を支援いたしま
す。また、利用者の生活を豊かにするために、必要な社会経済活動への参加も支援致し
ます。

利用者が自らの健康の増進と体力の維持向上を図れるよう、健康な生活を営む態度や習
慣について支援します。

健康に関する情報を、入所時に保護者等から聞き取りを行い、必要に応じてかかりつけ
医や嘱託医等の助言を受けながら健康管理計画を作成し、支援を行います。

内　　容

 健康管理

常に利用者の健康の状況に注意すると共に、定期健康診断を実施し、その記録を個別に
保存し、健康管理に活用していきます。

通常の作業活動が困難な症状の発症等に留意し、必要に応じて通院、家族への連絡等を
速やかに行います。

 情報提供

 相談及び援助

 作業支援

生産活動、受託作業、販売活動等をとおして就労継続支援を行います。

　　　・農作業　　　・　たまねぎ下処理作業　　・　委託除草作業　　・軽作業　な
ど

　訓練等給付費（市町村から支給される代理受領額及び定率負担として市町村が定めた額を合わせたもの。）の範囲内
でサービスの内容は以下のとおりです。

　なお、利用者個々人について提供するサービスの内容については、｢就労継続支援Ｂ事業利用契約書｣第５条により作
成する個別支援計画に基づくものと致します。



　（４）　利用者負担額の受領事務、訓練等給付費請求事務、上限管理事務

社会生活上の便宜

利用者自治会費

＜　利用者の選定により提供するサービス　＞

送迎サービス

調理実習

＜　その他　＞

サービス提供記録の保管

サービス提供期間の閲覧

サービス提供記録の複写の交付

６．苦情申立先

　　（１）苦情の受付

    （２）苦情受付の報告・確認

　　（３）苦情解決のための話し合い　　

   なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

　　　　　ア．第三者委員による苦情内容の確認

　　　　　イ．第三者委員による解決案の調整、助言

          ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認

    （４）群馬県「運営適正化委員会」の紹介

・苦情受付担当者　：生活支援員　大谷　智子

・苦情解決責任者　：管理者　　関根　安子

・ご利用時間　：9:00～17:00（施設の休日を除く）

・電話番号　：ゆずりは　027-225-2622

・担当者が不在の場合は、施設職員へお申し出ください。

　苦情受付箱を設置しておきますのでご利用ください。

・第三者委員 　儘田博雄　電話0279-24-4911  （県立渋川特別支援学校　教諭）

 新井有希子　電話090-9014-2591  （教育総合センター　主幹専門員）

利用者は相互に協力して、自治会を運営してください。職員はその補佐をし、会計を代
行します。利用者自治会事業として、行事の運営やおやつの提供、日常生活での課題解
決のための協議を行います。

サービスを提供した日から、法に定める期間保管します。

施設の休日を除く毎日９時から１７時

複写に際しては、１枚につき２０円いただきます。

　 
市町村及び県に対して、訓練等給付費代理受領に係る請求事務及びその関係業務として上限管理事務及び利用者の負
担額に関する業務を行います。

＜　訓練等給付費支給外サービス　＞

 苦情解決委員会

  ゆずりはで解決出来ない苦情は、群馬県社会福祉協議会（０２７－２５５－６６６９） 
に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。

自主通勤が困難な場合には、施設と協議の上、可能な場合送迎サービスを行います。

食生活の自立や栄養についての知識を高めるため、調理実習を行います。

毎日の配食弁当（昼食）についての取りまとめと集金、支払の代行を行います。

　社会福祉法第８２条の規定により、社会福祉法人ゆずりはゆずりはでは、利用者からの苦情に適切に対応する体制
を整えています。ゆずりはにおける苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決
に努めます。

　苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出るこ
ともできます。

   
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合
を除きます）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

　苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の
助言や立ち会いを求めることができます。



＜前橋市　障害福祉課＞　電話　027-219-2001

＜高崎市  障害福祉課＞　電話　027-321-1245

＜渋川市　社会福祉課＞　電話　0279-22-2111

＜伊勢崎市　障害福祉課＞　電話　0270-27-2753

＜吉岡町  健康増進課＞　電話　0279-54-3111

＜榛東村　保健福祉課＞　電話　0279-54-2211

＜玉村町　健康福祉課＞　電話　0270-64-7705

＜みなかみ町　町民福祉課＞　電話　0278-62-2111

＜中之条町　町民生活課＞　電話　0279-75-8818

 県の窓口 群馬県障害政策課　電話　027-226-2632　(施設支援グループ)

７．虐待防止のための措置

８．第三者による評価の実施状況等

なし

９．協力医療機関

１０．非常災害時の対策

 非常時の対応

※　カーテン等は防火性のあるものを使用しております。

消防署へは毎年届出をしています。

防火管理者：中澤　飛鳥

嘱託医  ：　医療法人　さるきクリニック　　猿木　和久院長
　　　　        前橋市青梨子町１７８番地　　電話　027-210-7171

　本事業所では、虐待防止のための体制を整備するとともに、利用者に対する虐待を早期に発見し、適切な対応を図
るため、次の措置を講じています。
①　虐待防止に関する責任者の選定　　　　　　　［虐待防止に関する責任者］　管理者　長倉幸喜　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　②　成年後見制度の利用支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　苦情
解決体制の整備
④　虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果についての従業者への周知徹底
⑤　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑥　前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
 　　前橋市障害者虐待防止センター　027-220-

年に４回、避難訓練を実施し、防災に対する意識を高めます。
利用者が緊急な場面に於いて、円滑な避難が遂行できるための注意力や機敏な行動を促
すと共に、障害などに応じた個別な避難行動を職員が理解し、緊急時の適切な対応を実
行できるよう訓練を行います。

　第三者評価の実施 結果の公表

 防災訓練

　協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を
保証するものではございません。かかりつけ医師での特別な対応が必要な場合はご連絡下さい。

当ゆずりは会の消防計画及び地震災害時マニュアルより対応いたします。

 協力医療機関

市役所
町村役場の福祉課

協力病院  ：　前橋赤十字病院　　中野　実院長　
　　　　　　　　  前橋市朝倉町389番地1　電話 027-265-3333

　　　　　　　　　医療法人　同人会　みどりクリニック　鈴木　基司院長
　　　　　　　　　高崎市北原町２５番地３　電話　027-373-8611

 消防計画

 防災設備
消火器、自動火災報知器、誘導灯、誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備、非常
警報器具、夜間警備、屋内消火栓及びポンプ室



１１．利用の際に留意していただく事項

本人・対物損害賠償保険にご加入下さい。

 喫煙 喫煙は決められた時間に決められた場所でお願いいたします。

暴力行使・泥酔等

 動物飼育 事業所内へのペットの持ち込みについてはご遠慮ください。

 衛生保持

 防災対策

１２．利用料

＜　訓練等給付費支給対象サービス利用料金　＞

     以下のサービスについては、利用料金をいただきます。ただし、加算の対象となる場合は無料となります。

項　　目

利用者自治会費

調理実習食材費

利用者の思想・信教は自由ですが、他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教
活動、政治活動、営利活動はご遠慮下さい。

口論や喧嘩で他人に迷惑をかけないよう、また建物設備等を破損しないようお願いいたし
ます。
原則、利用中の飲酒はお控えください。

　　就労継続支援の場としての快適性や安全性を保つため、次に掲げる事項についてご留意ください。

 設備・器具の利用

健康診断、医療にかかる検査は特別な事情がない限りお受け下さい。

事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力下さい。

 貴重品の管理

事業所内の設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利用により
破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。

火災予防の規律に関しては特に注意を払い、必ずお守りくださるようお願いいたします
。

利用者の生活を充実するために家族や地域の方が自主的に会の運営をしております。特
別な事情がない限りは、入会をお願いいたします。

利用者の所有する貴重品につきましては、ご自分の責任において管理していただくこと
が原則です。紛失等の事故に対する責任は、施設で負うことは出来ません。

ゆずりは後援会

 宗教・政治・営利活動

 健康維持

　　事業所の利用にともなう利用料金は、各人の負担能力に応じて市町村長が定めた本人負担金と事業者が定めた利
用料金の合計です。徴収方法は下記の通りです。

＜　訓練等給付費対象外サービス利用料金＞

標準月額　上限 日　　額

 その他

利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合、
必要な措置をとる場合がありますのでご了承ください。

その場合、ご本人のプライバシー等の保護については十分な配慮をいたします。

退所後は速やかに持ち込み物品をお引取り下さい。残置物を引き渡す場合は実費をいた
だきます。

送迎サービス料 ５キロ未満　　　４，６００円 １km　２０円

５キロ以上　　　６，９００円 １km　２０円

日常生活において通常必要となるものに係る経費の実
費１，２００円

                               　３００円　　　　　　　　　　　　　　　日常生活において通常必要となるものに係る経費の実
費



１３．秘密の保持

１４．緊急時の対応

１５．事故発生時の対応

１６．身体拘束等の禁止

　　態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
　①　 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果についての従業者への周知徹底
　②　 身体拘束等の適正化のための指針の整備
　③　従業者に対する、身体拘束等の適正化のための定期的な研修の実施

　事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
　① 
　事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家
族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
　② 　また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

　③ 
　事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でな
くなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
　④ 
　事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サ
ービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族か
らあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族
の個人情報を提供しません。
　⑤ 
　事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）につ
いては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

　　サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等
の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
　　上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を
受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。
　　連絡先：電話番号　０２７－２２５－２６２２　　　(対応可能時間　 ８：１５～１７：００)

　　利用者に対する就労継続支援Ｂ型の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡
を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する就労継続支援Ｂ型の提供により賠償すべき事故が発生
した場合は、損害賠償を速やかに行います。

＜　利用者負担金の支払い方法　＞
   
上記利用料金の支払いは、１ヵ月毎に計算し、翌月１０日までに請求しますので、指定された日（翌月２０日）まで
に以下の方法でお支払いください。指定した支払い以外は、自動口座引き落としでお願いします。

お支払い方法

自動口座引き落とし
※手数料はかかりません

。

ご利用できる金融機関

金融機関名　：　前橋市農業協同組合　清里支
所

店舗番号　：　４５４４－０１６

口座番号　：　０００１３５８

口座名　：　社会福祉法人　ゆずりは会　理事長　関根安子



　　令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

　　利　　用　　者 住　　　所　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　印

　　法定代理人 住　　　所　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　（家族）

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　印

電話番号

続　　　柄　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

　　事　　業　　所 住　　　所　　   　             前橋市青梨子町６６８番地２

社会福祉法人ゆずりは会

名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　印　　

説　明　者　　　  　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　印　　　

　　障害福祉サービス事業所　ゆずりは

　　当ゆずりは会は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　に対する就労継続支援Ｂ型サービス
の提供にあたり、上記の通り重要事項及びサービス利用説明書について説明しました。

　私は、本書面にもとづいて　社会福祉法人ゆずりは会の職員（管理者　関根安子）から、上記重要事
項及びサービス利用説明書の説明を受け、指定障害福祉サービスの提供開始に同意いたします。

　　管理者　　関根　安子



  私的契約利用料及び訓練等給付費利用者負担金等について

１【　訓練等給付費自己負担分　】

　 市町村より交付された受給者証に記された自己負担額となります。

　 訓練等給付費は、市町村より代理受領します。訓練等給付費は８３７単位です。

　【　利用者負担上限額管理加算　】

【　その他の加算　】

　・福祉専門職員配置等加算　　　　６単位

　・目標工賃達成指導員配置　　　４５単位

　・重度者支援体制加算Ⅱ　　　　２８単位

  ・送迎加算Ⅱ　　　　　　　　　１０単位

　・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ　1月につき＋所定単位×５４/１０００（R6.5.31まで）

　・福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ　1月につき＋所定単位×１７/１０００（R6.5.31まで）

　・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算　1月につき＋所定単位×１３/１０００（R6.5.31まで）

　・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ　1月につき＋所定単位×９３/１０００（R6.6.1から）

【　初期加算と欠席時対応加算　】

　利用者自己負担分は、利用日の日数を月末に集計し、翌月にご請求をします。

　振り込み方法等は、重要事項説明書をご参照下さい。

２　【　食　費　及び　自治会費　】

　ゆずりはでは食事の提供は行いません。

　　食費及び自治会費は毎月の利用料の際に集計して、翌月に請求をします。

３　【　送迎サービス　】

　なお、利用料等各種請求については、月ごとに個別に算定し通知します。

　　ただし、加算を算定する場合には、無料となります。

４　【　地域区分　】

　　　７級地　　１０．１７円

　訓練等給付費を請求する際には、厚生労働大臣が定める各市町村の地域区分に応じた一単位の単価を
乗じて請求します。

　利用者の自治会費として月額１，２００円をいただき、行事などの自治会の運営費や毎日のおやつ代とします
。

　送迎サービスは、利用の希望を出していただき、利用者自己負担分と一緒にご請求を行います。金額等は、重
要事項説明書をご参照下さい。

　市町村から給付の認定を受けて居宅事業所等を利用している場合には、利用者負担上限額内で利用ができる場
合があります。その場合、利用者負担上限額管理加算として月１回を限度として１５０単位の加算があります。

　ゆずりはでは、規定に沿って給付が可能な加算を以下のとおり訓練等給付費に加えて、市町村へ請求をします
。

　ゆずりはの利用を開始した日から３０日間は、特別加算として一律の日額３０単位（一日の利用者負担額が３
０円）加算されます。

　また、本人都合で欠席をした場合の欠席時加算について１日９４単位、１ヶ月につき４日間を上限として加算
があります。

　昼食は、お弁当などをご用意頂くか、配食のお弁当をとりまとめておりますので、必要な方は申し出て下さい
。また調理実習の食材費として月額３００円を徴収させていただきます。


